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○
国
土
交
通
省
告
示
第
百
五
十
一
号

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
百
二
十
九
条
の
十
五
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き

、
雷
撃
に
よ
っ
て
生
ず
る
電
流
を
建
築
物
に
被
害
を
及
ぼ
す
こ
と
な
く
安
全
に
地
中
に
流
す
こ
と
が
で
き
る
避
雷
設
備

 

の
構
造
方
法
を
定
め
る
件
（
平
成
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
四
百
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

令
和
六
年
三
月
八
日

 

国
土
交
通
大
臣　

斉
藤　

鉄
夫　
　

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

 

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改　

正　

後

改　

正　

前

雷
撃
に
よ
っ
て
生
ず
る
電
流
を
建
築
物
に
被
害
を
及
ぼ
す
こ
と
な
く
安
全
に
地
中

雷
撃
に
よ
っ
て
生
ず
る
電
流
を
建
築
物
に
被
害
を
及
ぼ
す
こ
と
な
く
安
全
に
地
中

に
流
す
こ
と
が
で
き
る
避
雷
設
備
の
構
造
方
法
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｚ
九
二
九
〇
（

に
流
す
こ
と
が
で
き
る
避
雷
設
備
の
構
造
方
法
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
四
二
〇
一
（

雷
保
護
）

三

二
〇
一
九
に
規
定
す
る
外
部
雷
保
護
シ
ス
テ
ム
に
適
合
す
る
構
造

建
築
物
等
の
雷
保
護
）

二
〇
〇
三
に
規
定
す
る
外
部
雷
保
護
シ
ス
テ
ム
に
適
合
す

―

―

―

と
す
る
こ
と
と
す
る
。

る
構
造
と
す
る
こ
と
と
す
る
。
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附　

則

 

（
施
行
期
日
）

 

１　

こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
告
示
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
そ
の
工
事
に
着
手
す
る
建
築
物
の
避
雷
設
備

に
つ
い
て
は
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
平
成
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
四
百
二
十
五
号
に
規
定
す
る
構
造
方
法

に
よ
ら
な
い
で
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前
の
平
成
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
四
百
二
十
五
号
に
規
定
す
る
構
造
方

 

法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。


